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日 時：平成２５年１０月２２日（火）午前９時３０分開会 

場 所：札幌市役所本庁舎 １８階 第４常任委員会会議室 
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  １．開  会 

○吉見委員長 それでは、時間になりましたので、第３回行政評価委員会を始めたいと思

います。 

 

  ２．議  事 

○吉見委員長 それでは、今日は、四つの議事がありますが、中心になるのは（３）で、

ここに一番時間を掛けなければならないと思います。 

 まず、（１）の市民参加の取組と、（２）の委員会における意見交換の結果報告につい

て、資料に基づいて、順次、事務局から報告をお願いしたいと思います。 

○推進担当係長 皆様、おはようございます。 

 改革推進部の細川でございます。 

 先日のワークショップは、ご出席いただきまして、どうもありがとうございました。お

かげさまで、市民の皆様から活発な議論をいただきましたので、委員会にそれを反映させ

ていただきたいと思います。 

 まず、お手元の資料の確認です。 

 Ａ４判１枚の式次第がございます。その次に、資料１は、ワークショップからの提案の

まとめが表裏になっていて、表が公共交通、裏がごみ・リサイクルの関係になっておりま

す。そして、資料２は、３部に分かれておりまして、これまでの委員会、ヒアリングの意

見交換における委員の皆様からの発言要旨をまとめたものです。資料２－１は、「日常の

身近な暮らしの安心の確保」ということで、消費者センターとＤＶの関係、資料２－２は、

「公共交通」の関係、資料２－３は、「ごみ・リサイクル」の関係をまとめたものでござ

います。続きまして、資料３も、テーマごとに３部に分けております。資料３－１は、横

版になっておりますが、「日常の身近な暮らしの安心の確保」に関して、これまでの委員

会でのヒアリング、所管の回答、ヒアリングの場における追加質問の質疑と回答です。そ

れから、意見交換で委員の皆様からいただいた意見も併せて掲載しております。続きまし

て、資料３－２は、同じく「公共交通」に関するこれまでの委員会審議のまとめと仮指摘

事項案です。資料３－２につきましては、ワークショップがありましたので、関連する市

民意見を右側の欄に載せております。これは、これまでの委員会で議論した流れと関連す

るご意見があったものをこちらに抽出して掲載しております。そして、資料３－３は、「ご

み・リサイクル」の関係のこれまでの委員会審議と仮指摘事項案です。資料３につきまし

ては、右側の欄に、これまでの委員会の皆様方のご意見、ワークショップのご意見を踏ま

えて、こうした指摘や課題があったのではないかということを事務局で整理したものを仮

指摘事項案として整理させていただきましたので、こちらの方のご審議をいただきたいと

思います。そして、最後の資料４は、Ａ４判１枚もので今後の委員会の進め方についてで

す。第４回、第５回、それから、委員会報告書の市長への手交式を踏まえたスケジュール

案を掲載しております。 
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 資料としては以上でございます。過不足等はございませんか。 

 続きまして、資料１をご説明いたします。 

 こちらは、先日、９月２９日に行われたワークショップにおける市民からのご意見をま

とめたものでございます。各グループ亓つ、六つほど、短冊という形で最後にグループ発

表したものをまとめています。共通する中身がございましたので、それをテーマとして括

って掲載しております。公共交通の関係が表面で、裏面がごみ・リサイクルの関係です。 

 皆様方には、当日、ご参加いただきましたので個々の説明は省略いたしますが、仮指摘

事項案をまとめるための参考にしていただきたいと思います。 

 資料１の表面をご覧ください。グレーの帯で書いたところが各提案に共通する項目を括

った表題です。その下に星印と中点の表記があると思いますが、星印につきましては、こ

れまでの委員会のヒアリングと関連する内容ということで、先ほどの資料３に抜き出して

掲載していますが、仮指摘事項案に反映できそうなものということで星印を付けておりま

す。それ以外の中点を付けたものにつきましても、委員会の皆様として、市民意見を踏ま

えて、指摘につながるものがあれば、ぜひそれを取り入れていただきたいと考えておりま

す。 

 主な意見をご覧いただきますと、まず、公共交通の関係では、バリアフリー化が大事で

はないかという視点から、市民の誰もが利用しやすくなるような施設整備や、ソフト面に

おけるサービスの対策、充実が必要ではないかといったご意見がございました。それから、

公共交通を皆さんにもっと利用しやすくすべきだという観点から、利便性を高めるための

わかりやすい情報提供や案内表示をする必要があるのではないかといったご意見がござい

ました。それから、公共交通のＩＣカードなどについて、よりお得で利便性の高い形で普

及させることが必要ではないかといったご意見も頂戴いたしました。また、公共交通が今

後利用されなくなると存続が危ぶまれるということも踏まえて、公共交通の利用を進める

市民への意識啓発が必要ではないかといったご意見がございました。それから、利便性を

高めるために、バス路線やダイヤをニーズに合わせて見直すことが必要ではないかといっ

たご意見もございました。あとは、利用が尐ない地域などは、ミニバスやコミュニティバ

スのあり方も検討すべきではないかといったご意見がございました。公共交通は、今、申

し上げたようなご意見がございました。 

 次に、裏面のごみ・リサイクルの関係ですが、まず、市民一人ひとりがごみの減量や分

別に取り組む必要がある。そのためには、もっと情報や分別の仕方をわかりやすく市民に

お伝えする必要があるのではないか、といったご意見がありました。それから、生ごみの

堆肥化は、生ごみ減量がごみの減量にとって必要だということを踏まえて、生ごみの堆肥

化を進めるための回収方法や、もっと利用しやすくするような工夫をすべきではないかと

いったご意見がありました。それから、ごみの減量に関しては、やはり子どもの頃からの

意識啓発が重要ではないかといったことで、ごみ減量の教育に取り組むべきだというご意

見もございました。さらに、もっとリサイクルやリユースをより一層進めるべきだという
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観点から、リサイクルの分別や収集方法はさらに工夫して取り組むべきだといったご意見

もございました。また、例えば、ごみ袋を値上げしたり、資源回収のインセンティブを高

めるために、経済的に影響する形でごみ減量・リサイクルの支援を進めるべきだといった

ご意見も頂戴したところです。主なご意見としては、今、申し上げたようなところでござ

いますので、この内容をまたご確認いただきたいと思います。 

 私からは以上でございます。 

○吉見委員長 これは、ワークショップの結果報告ですから、見てのとおり、それを項目

別に事務局がまとめていただきました。 

 ご意見はありますか。 

 こんな話があったのに書いていないということがあれば別ですけれども、我々としては、

ここにあるものを、仮指摘事項といいますか、今後の評価につなげていくことになります。 

 これ自体は、報告書に載るのですか。 

○推進担当係長 最終的に報告書に掲載いたします。 

○吉見委員長 こんな感じで載るのですか。 

○推進担当係長 そうですね。このような形態で掲載します。 

○行政改革担当課長 星印につきましては、後ほどご覧いただく資料に今までのやり取り

と並べてわかるような整理をしておりますが、点を打っているものについては、今のとこ

ろ、後の資料には拾われていないものです。今、ご覧になって、これは拾い上げた方がい

いのではというものがあれば、意識していただいて後ほどご発言をいただければと思いま

すので、ご覧いただければ幸いでございます。 

○吉見委員長 これはよろしいでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○吉見委員長 では、（２）委員会における意見交換の結果報告に進みたいと思います。 

 こちらもご説明をお願いいたします。 

○推進担当係長 それでは、資料２をご覧ください。 

 こちらは、これまでのヒアリングにおける論点等ということで、委員の皆様からの発言

の趣旨をグループ化してまとめたものでございます。 

 まず、資料２－１をご覧ください。 

 こちらは、市民生活の関係です。 

 まず、一つ目は、消費者センターの関係です。 

 ここで皆様からご意見があったのは、一つ目は、市と道の役割分担が不明確でなかなか

わからない、それから、市独自の取組が欲しいとか、市として消費者センターのあり方を

どうやっていく考えなのか、方向性を示してほしいというご意見が出ました。 

 ＤＶの関係では、ＤＶの相談が今後増えていく予想の中、そもそも、今どれぐらい相談

があるのか、どれぐらい多忙なのかがなかなか見えづらいとか、ニーズに対応するために

今後の方向性をどういう風に考えていくのか、それを示してほしいというご意見が出てお
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りました。 

 続きまして、資料２－２は、公共交通の関係です。 

 委員の皆様はＳＡＰＩＣＡの関係でご議論されておりまして、今後、ＳＡＰＩＣＡの普

及を図るという市の方針のもとで、どのような形で普及を促進していくのかという問題意

識があったかと思います。そのときに、いわゆるウィズユーカードのプレミアのお話や、

ＩＣカードをもっと市民に利用していただくためにはメリットを打ち出すべきではないか

といったご意見がありました。また、ＳＡＰＩＣＡについては、他の公共交通機関との相

互利用の関係で、いわゆる片利用という状況をなるべく早期に相互利用となるように交渉

すべきではないかというご意見がございました。それから、お子様方への公共交通の啓発

です。小学校などにおいて公共交通の役割や環境問題における必要性について啓発すべき

ではないかということです。また、利用者減尐ということで、機能を維持していくために

は税金の投入も考えられます。しかし、そのためには、市民の皆様方に公共交通の必要性

をしっかり説明すべきではないかというご意見があったかと思います。パークアンドライ

ドにつきましても、ヒアリングの中で、最寄り駅までパークアンドライドで利用するとい

うのは、実際に従来のバス利用者が自家用車利用に転換している面もございましたので、

そもそも公共交通機関を使っていただくという役割からずれた面もあるといった課題のご

指摘がありました。公共交通の主な意見としては以上です。 

 続きまして、資料２－３のごみとリサイクルの関係です。 

 皆様方からの視点として多かったのは、やはり分別方法です。やり方がなかなか難しい

ということを踏まえまして、分別方法の再検討も今後考えていく必要があるのではないか。

あわせて、分別方法の啓発や教育も必要ではないか、もっとわかりやすくといったご意見

もあったかと思います。それから、リサイクルに関する市の考え方を市民に周知してほし

いというご意見がありました。また、分別がルーズなごみの収集をすることになれば、分

別をしっかり行っている方のストレスになるのではないかというご意見もあったかと思い

ます。ごみの関係は、以上のような視点のお話がありました。 

 この内容も、確認の上、次の仮指摘事項案を決める際のご参考にしていただきたいと思

います。 

 私からは以上でございます。 

○吉見委員長 このペーパー３枚も報告書に載ってくるのですか。 

○推進担当係長 これは、通常では載せる形にはなりません。指摘事項案となります。 

○吉見委員長 そうですね。載せるとすると、表現なども尐し考えなければいけないと思

います。最終報告案にこのペーパーが載るわけではなく、この後の指摘に反映していけば

いいということですが、もし特にこれを書いてほしいということがあればお話しいただけ

ればと思います。最終的には、後ろの指摘事項や報告書で、追加的なご意見といいますか、

ここに書いていないことでこれを発言したというような話があれば、そこに入れ込んでい

いのかなと思います。 



 - 5 - 

 これは、とりあえずこういうまとめでよろしゅうございますか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○吉見委員長 ありがとうございました。 

 それでは、ご確認いただきましたので、議事の（３）に進みます。 

 冒頭に申し上げましたが、今日のメーンテーマで、これまでの審議と仮指摘事項案であ

ります。ご存じのように、仮指摘事項ということで、今回、一旦まとめまして、各原局等

に示し、やり取りがあって最終的な指摘事項にまとめるというステップになってまいりま

す。 

 それでは、順々にやっていきたいと思いますので、まず、資料３―１の日常の身近な暮

らしの安心の確保からとなります。 

 これについて、事務局から説明をお願いします。 

 仮指摘事項案も、今のところは事務局案です。ここから増やしたり、減らしたりするこ

とになります。 

 では、説明をお願いします。 

○推進担当係長 資料３―１をご覧ください。 

 こちらは、消費者センターの関係と、次いでＤＶ、男女共同の関係をまとめております。 

 資料の体裁ですが、まず、左側に質問ナンバーと関係する事業名、そして、ヒアリング

での委員からの質問事項、右側が所管からの回答、資料ナンバーの欄に追加質問とあるも

のは、ヒアリングの場で実際にやり取りした質疑応答です。そして、右側の欄がそれを踏

まえた課題や問題点ということで、仮指摘事項案として、事務局でご用意させていただい

たものです。この辺をご審議いただいて、さらに過不足が何かないかということをご議論

いただきたいと思います。 

 それでは、仮指摘事項案を中心にご説明いたします。 

 これにつきましては、委員長からお話がありましたとおり、今回の仮指摘事項案ができ

ましたら、一旦、所管部局に、この検討が可能かどうか、何か物理的にできないことがな

いかどうかを次回までに確認した上で、第４回の委員会で改めてお示ししたいと思います。 

 それから、表現ですが、事務局の文言を使っていますので、表現等でもっと適当なもの

がございましたらご指摘いただきたいと思います。 

 それでは、一つ目でございます。 

 ナンバー１は、消費者センターの関係で、先ほど申し上げた道と市の関係です。役割分

担が見えづらい、なかなかわかりづらいと委員からご指摘がございました。それを踏まえ

て、北海道、札幌市の両方に消費者相談窓口がある現状と、その利用状況を踏まえて、市

民、道民の利用者にとって有益となるような道との連携を図るべきという指摘事項案です。 

 ナンバー２は、これも消費者センターの窓口と共通する部分がありますが、道との連携

についてより効率化を図る視点から、道との役割分担の見直しや、連携できるもの、ある

いは、事業を整理することを踏まえた効率化の検討、協議を行いなさいという指摘案です。 
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 続きまして、２ページ目をご覧ください。 

 こちらは、消費者センターの関係です。相談の内容、件数のご質問をいただきました。

消費者センターの相談体制が市民ニーズに的確に対応するために、相談に要した時間を記

録するなど、相談等の対応状況を把握する仕組みを検討すべきではないかという指摘です。 

 その下の追加質問４は、委託によって消費者センターで相談業務を実施しておりますが、

相談業務の水準が市民サービスの水準に直結している状況がございますので、市として相

談業務を担う委託先の職員のスキルの向上を確認する仕組みを導入すべきではないかとい

う指摘になっております。 

 ３ページ目、質問ナンバー４でございます。 

 児童生徒、学生を対象にして学校内での消費者教育を実施しております。現状は、平成

２４年度実績で１２校に実施しておりまして、各学校から要望がございましたら講師を派

遣している状況でした。それを、消費者としての子どもたちの教育は、将来の消費者問題

の未然防止といった役割がある、それから、被害の拡大防止といった観点からも有効と考

えられることから、学校等と連携してもっと進めていくべきではないかという指摘でござ

います。 

 次に、４ページ目でございます。 

 上の質問ナンバー５も、消費者センターの相談員のレベルアップについてでございまし

て、どうレベルアップしているのか、ヒアリングの際に質疑があったところです。これに

つきましても、先ほどの追加質問４と同じ観点から、レベルアップをきちんと担保しなさ

いというところで一括して指摘しております。 

 ５ページは特段ございません。 

 次に、６ページ目の上段の追加質問１４番です。 

 こちらは、消費者被害防止ネットワーク事業ということで、高齢者の消費者被害の防止、

相談体制をつくる事業でございますが、今後の超高齢社会の中で、この取組への市民全体

のニーズが高まることが予想されますことから、高齢者以外にも幅広く市民にＰＲ、周知

することで、この制度をより一層活用してはどうかといった指摘です。 

 続きまして、７ページ目の真ん中の消費者センターの運営費で、意見交換の中で、委員

から、やはり市の役割がなかなか見えないということがありました。これは、意見の１番

目にありました市と道の役割分担のところで一括して指摘できるかなと考えております。 

 続きまして、もう１ページおめくりいただきまして、その下のＤＶの関係です。 

 追加質問１８のＤＶ対策推進事業費につきまして、ＤＶの関係も、今後、市民ニーズが

高まるだろうという委員の皆様のお見込みの中で、市民ニーズに対する相談体制の充実、

充足度をはかるために、相談に要した時間や対応状況をしっかり把握すべきではないかと

いったご指摘でございます。 

 そして、９ページ目の上段でございます。 

 ＤＶ防止の啓発ということで、映画館で広告上映しているという事業がありました。こ
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れにつきましても、映画館におけるＤＶ防止啓発事業の成果を把握する情報の収集や分析

を行って、より効果的な手法を検討すべきということです。こちらは、委員の皆様から、

この手法が良いのか悪いのか、効果があるのかどうなのか、なかなか見えづらいというご

意見があったかと思いますので、その成果を測るような指標なり分析をして、その上でよ

り効果的な手法を検討すべきといった指摘でございます。 

 最後に、その下ですが、意見５番目として、ＤＶ対策の推進事業費につきまして、ＤＶ

に関しては今後も相談件数が増えていくことが予想されますので、そういった中でどうい

う風に対応すべきかということです。既存の区役所の中にある母子・婦人相談はＤＶ対策

の相談窓口でございますので、今後増えていく相談に対して、より一層、そういう窓口と

連携協力を進めることで今後の市民ニーズに効果的・効率的に対応すべきといった指摘で

ございます。 

 市民生活の関係でご用意したのは以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○吉見委員長 以上でございますが、議論に入る前に、どうしましょうか。 

 とりあえず事務局に仮指摘事項をまとめていただきましたが、どのくらいのレベルの具

体性でもって指摘事項をまとめるべきか。そのレベル感はありますけれども、どちらかと

いうと、全部、尐し抽象的にまとまっていますので、こちらがどういう思いでこれを書い

たかということと、逆に言うと、読んだ側は都合の良いように読めてしまいますね。ただ、

具体性を増すと、多分、原局からはできませんという答えが返ってくるだけということも

出てくると思います。つまり、原局が受け取りやすいことを考えて、今、こういう形の表

現になっていると思います。当たり前ですが、そんなのはだめだよということで、全く聞

き耳持たずになってしまうと元も子もないですね。この辺のことは余り考えずに、我々と

しては多尐具体性を持たせるものは持たせて書くべきか、この辺りで何か考え方はありま

すか。 

○推進担当係長 事柄によると思いますが、委員会として、特にここがおかしいとか、こ

こをこう改善すべきだという具体的なご指摘があるならば、そういうこともできるかと思

います。委員会として、具体的にそこがおかしいと言って、例えばこういうやり方がある

とか、そうしたアイデアの提示が必要かと思います。具体的にここがおかしくて、例えば

こういうやり方ができませんかというものが具体性を持ってあるならば、そのようなご指

摘も可能かと思います。委員会としても、やり方が複数あって検討を要するということで

あれば、抽象的なご指摘ということもあるかと思います。 

○吉見委員長 仮に、左を見ずに仮指摘のところだけを見たとすると、多分それはできる

でしょうと言えるものが多いかなと思います。ただ、それが左の背景を持って言われたこ

とだということはよくわからない部分も出てきます。 

 討論に入る前に余計なことを言いましたけれども、今のお話ですと、一応、我々の方で

は、もう尐し具体性を持たせる必要があるものは具体性を入れていただいても結構だと思

います。結果として、今、もとの提案が割と具体的だったものは仮指摘事項につながって
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いないものが結構あるのですね。だから、それをストレートに指摘事項に書かずに、表現

を尐し考えてやれば、今の細川係長のお話のように指摘事項につながっていけるものもあ

るのではないかと思います。 

 どこからでも結構ですが、いかがですか。これを入れろ、これを変えろ、これは削れと

いうことがもしあればいただきたいと思います。 

○推進担当係長 補足です。 

 次の仮指摘事項案をまとめる際には、この指摘事項案の経緯を前段につけます。委員会

では、こういう議論をなされて、こういうことを考えられた、ついては、こういうことが

できるのではないかということを踏まえて以下の指摘という形で、前段階で委員会での議

論の経過を補足説明した上で指摘する形で考えています。 

○吉見委員長 その経過みたいなものは、最後の報告書に載りますか。 

○推進担当係長 それは載せます。こういう議論があって、こういうことができるのでは

ないか、こうではないかということで、以下の指摘と、そこは前段で盛り込みます。 

○吉見委員長 今の話は二つあって、すなわち、指摘をしたときに、原局がどういう風に

取るかということと、読んでいただいた市民の方がどういう風にそれを理解されるかとい

うことがあります。一体、我々は何でこんなことを指摘したのか、市民の方が見て意味が

よくわからなかったらそれはそれで困りますので、経緯が細かく書いてあって、そこまで

読んでいただければいいのかなと思います。 

 いかがでしょうか。 

○太田委員 そうなると、仮指摘を説明いただく場合に、各部署には資料２－１や資料２

－２程度の具体的なものが示されると考えてよろしいでしょうか。 

○推進担当係長 そうですね。一個一個、直接そのままストレートに行くかどうかは別に

しても、委員会でこういう議論があったということは前段のくだりに引用する形になると

思います。 

○太田委員 初めに委員長がおっしゃったように、本当に１ページなどは、大変よくわか

らなくて、どうとも取れるものが続いていて、言いたいことは資料２－１なのですが、そ

こが伝われば、表題として仮指摘事項のような物の言い方があった上で、細かい理由はこ

うであるというようなことが示されていれば問題はないのかなと思いました。 

○吉見委員長 ですから、仮指摘事項では、その辺の意思が通じるようにもう尐し表現を

変えてもいいのです。 

 今の例えは、一番上ですか。 

○太田委員 はい。 

○吉見委員長 「連携を図ること」と言われたら、連携は図っていますよと言われて終わ

りです。だから、これは、逆に言えば連携を図れていないということが背景にあります。

では、それは、どこが図れていない、どこに問題があると我々が思ったかを伝えたいわけ

ですね。そこが伝わればいいわけで、これだけ見て、今でもやっていますと言われてしま
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うと、それは何の意味もありません。つまり、下の追加質問２とも関係するのです。重複

行政だからやめてしまえとまでは言わないけれども、両者が必要ならば、両者がそれぞれ

必要だということを説明して、かつ、その役割を明確にしてあげることが大事なのではな

いですかということです。 

 原局からは、たくさん窓口があって、どこに駆け込んでもらってもいいということも大

事だというお言葉もありました。そこを取るのであれば、役割分担ですね。でも、それぞ

れの特徴ある業務を尐しアピールしたらという話もありましたね。 

 もう具体的な仮指摘に入っていますが、どうしますか。 

○山崎副委員長 今のところで言うと、恐らく、もう一歩踏み込んで指摘するなら、基礎

自治体である札幌市がこうした消費者相談業務をやることの意義、あるいは、特色がどこ

にあるのか、それを明らかにされたいという形になると思います。ここでは、一応、主な

役割①②③と書いてあるけれども、これは、基礎自治体としてやっている、市町村として

やっていることにどういった意義があるのか、その特色を出して北海道と違う独自性を説

明してください、あるいは、業務で示してください、そういう風に指摘すればもう尐し具

体的に書いてくるのかなと思います。 

○吉見委員長 市民に対して説明できるように、ですね。役割分担の違いは法律に書いて

ありますと言われるだけだと、市民はなかなか納得できるものではないと思います。札幌

市としては、特徴を持ってこういう仕事をやっていますということがわかるように、市民

に対する説明責任を果たしてほしい、果たされたいという感じでしょうか。基礎自治体と

しての札幌市が消費者センター業務を行うことの意義、特徴を市民が理解できるように、

市民に対する説明責任を果たし得るようにしていただきたいということですね。 

 今のところでも、他のところでも結構ですが、いかがでしょうか。 

○太田委員 消費者センターに関しては、全く二重行政だと思っています。二重行政とい

うのは悪い言葉に使われていますが、これは法律で決められているので、二重行政をしな

ければなりません。今、副委員長がおっしゃったように、基礎自治体としての役割がある

と思いますが、二重行政としてよいところなど、そちらの言い訳が納得できれば、二重行

政は悪いものではないというか、市にとってどれだけ必要かということを言い訳していた

だければいいと思います。 

 消費者センターに関しては、市民に対してはこの部分がとても二重行政ではないですか

というのはストレートな質問に当たると思いますが、ただ、行政用語で二重行政というの

は悪い言葉になっていますので、違う言い方をして聞くことができれば素直にお答えいた

だけるかなと思います。また、市はいいけれども、道が協調してくれませんと言われれば

終わってしまうことですし、市としての考え方が知りたいなということがありました。 

 もう一点は、ＤＶです。今さらですけれども、余りにも情報が開示されていなくて、議

論にならないかなということを尐し心配しています。実は、現場の札幌市の男女共同参画

センターあたりに個人的にいろいろ伺いましたが、相談件数も大変増えていて、委託して
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いるＮＰＯの方々もとても頑張っておられて、時間もなく、人もいない現状を聞きました。

今後、行政で予算をふやすことは余り考えられないかもしれませんが、必要性や緊迫性も

尐々わかるような回答をいただければ、市民も現状を知ることができるかなと思います。

余りにも開示されていなかった部分が、今後、仮指摘でこのままでいいのかという心配を

一つしました。 

○吉見委員長 実は、私も同じことを思っています。 

 もう尐し具体的に言いますと、例えば、最後の８ページや９ページに当たるＤＶ対策推

進事業に係る部分です。８ページのところで、１点だけ、記録など状況把握をすることと

いう仮指摘が出ていますが、あえて言えばそれぐらいなのです。それで、例えば、９ペー

ジの意見４にあるように、「データが必要である」「データを取ることができるのではな

いか」と関連していますけれども、さっきと同じで、市民と言っていいかどうかわかりま

せんが、説明責任に役立つようなデータや記録をまず取って、極力、説明責任が果たせる

ような体制を構築しなさいということだと思うのですよ。これを言うと説明できませんと

いう話になってしまうところが結構ありますが、実は、それは放棄しているだけなのです

ね。できない部分があるのは承知していますが、できない部分があることを理由に全てに

ついてできないと言ってしまうパターンです。 

 具体的には、これはどこが見るのですか。例えば、行政評価委員会がどうやら立ち入れ

ない部分がかなりあることが今回のことでわかりました。それでは、市の監査委員は見る

のですか。つまり、この部分でやっておられることのチェックは誰がするのでしょうか、

ノーチェックですか。 

 お金だけ出してノーチェックというのは一番まずいですね。開示できないものがあるの

はわかるけれども、開示できないものを守秘義務を負った誰かがチェックする体制が本来

必要であって、それはどんな部署でも変わらないと思います。それは、行政だけでなく、

どんな組織であっても大変問題ですね。 

 私がよくわからなかったのは、誰がチェックするのだろうなということです。極論をす

れば、それを書いてもいいと思うのです。例えば、チェックするのが監査委員ならば、監

査委員の監査をきちんと受けることという指摘もできると思います。それは、行政評価委

員会から監査委員に申し上げる形になるのかもしれません。きちんと守秘義務を負った人

がチェックできるのであれば、そこは問題ないと思います。私はよくわからないのだけれ

ども、それがもしも難しい、できないと言うのであれば、そもそも私には市の職員がこの

事業にタッチしている意味がよくわかりません。つまり、市の職員は守秘義務を負ってい

るわけですが、具体的にその現場におられる方々は、その場でいろいろな情報にタッチす

る立場におられるわけです。この方々は、その仕事に一生従事するわけではなく、多分、

他の部局に異動することもあるのではないかと思います。また、別の方が入って来られる

こともあると思います。そうすると、よくある話ですが、市の職員であるから、業務上、

知り得た情報を守秘義務として負っているので大丈夫ですという答えだけが出てきます。
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それは自分たちを信じてくださいと言っているだけの話であって、ノーチェックの組織と

いうことです。 

 ノーチェックの組織というのは必ず問題が出ますから、きちんとしたチェックを受けて

くださいと言うしかないと思います。それが我々ではないのであれば、我々でなくても結

構ですが、どこなのかというのが私にはわかりません。 

○行政改革担当課長 事業がきちんと行われていることを誰がチェックしているのかとい

うことですか。 

○吉見委員長 そういうことです。 

○行政改革担当課長 そうなると、今の行政の組織では、何から何までというか、実際に

どう人が動いて、どういう処理をして、お金を幾ら使ってということを一つのところで見

るというふうになっていないというのは、多分、ご理解いただいているとおりです。監査

委員の監査は、どちらかというと、財務というか、お金の面が中心になります。それだけ

をやると決まっているわけではないので、もちろん行政監査ということでやりますと、本

当に事業を全部出してと言って見ることができるようになっています。しかし、いかんせ

ん、監査委員はこれだけの図体のものを順繰りに見たとしても、どこまで見られるかとい

うのは、やはり、その方々がどういうことにお気づきになるかに係ってくる話です。 

 他に包括外部監査ということで、特定観点で見るような監査も時折やっていますけれど

も、これも限定的に題材を絞り込んで見ていきます。ですから、毎年、例えば第三者が全

部をひっくり返してじっくり見るようになっているのかと言われると、それは、やはりな

っていないと答えるしかないと思います。ただ、事業のチェックという意味では、当然、

我々は、予算にしても、決算にしても、その仕事を負った議会というのがあって、そこで、

どうやっているのだ、どうなっているのだというやり取りは、議会のたびというより、そ

れは常時やられていて、我々が勝手にやっているわけではないという一つのお答えにはな

ると思います。 

 ただ、委員長がおっしゃっているのが、そのレベルの話かどうか。 

○吉見委員長 そうですね。今の話はちょっと違いますね。 

 まず、議会については、確かに住民の代表だし、あるいは、国会では国民の代表ですか

ら、そこが行政のチェック機能を果たすというのは一般論としては正しいです。しかしな

がら、議会は、守秘義務がかかるような部分について全ての情報を開示させることは、法

律上、できなくはないですけれども、一般にはしません。また、やらないと思います。例

えば、国会議員が日本の軍事機密を全て知り得る立場にあるかというと、それはないです。

開示できないものもありますし、外交機密費等を国会が全て開示させることはありません。

ですから、そこは基本的には説明できない部分というのがあります。 

 では、外交機密や軍事機密等を誰もチェックしていないのかというと、これはあるので

すね。国会ではありませんけれども、チェックする立場の人はおります。そういう部署を

持って、一部の人たちがもちろんチェックを掛けていることになりますから、要するに、
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そういうところはどこでしょうということなのですね。 

 例えば、監査委員の監査にしても、包括外部監査にしても、おっしゃるように毎年やる

ものではありませんが、ここには関わってくる可能性があります。１０年に一遍かもしれ

ませんし、５年に一遍かもしれませんけれども、入ってきてチェックする可能性があって、

チェックしたときには全て見せるような状況にあるということであれば、私は、それはそ

れで構わないと思うのです。そのときに、これは守秘義務があって、あるいは、秘密の情

報なので見せられませんということがたくさん出てくるようであれば、これはやはりノー

チェックですね。ですから、要求したときにきちんと見ることができるのはどなたなので

しょうか、という問いなのです。 

 私がなぜ監査委員の話をしたかというと、警察で問題が起こったときに、道の監査委員

は、北海道警察に対して警察の情報の開示を求めています。それに対して、道警は極めて

強い抵抗を示しました。しかし、そこは、監査委員が、私たちにも守秘義務があるのだか

ら見せてくださいということで開示させました。 

 それは、別に道民にすべて開示せよと言っているわけではありません。住民の代表とし

てチェックをする立場にある人に対して原局がきちんとした説明責任を果たせるのであれ

ば、それは制度として、道民、市民、住民はそれを信頼するという仕組みになっていると

思います。しかし、全てを完全に当該部局にお任せしてしまって何も見せないという状況

は、たいへん問題が発生します。そして、道警では実際に発生したわけです。ですから、

今回もそうですけれども、かなり高度な守秘義務等が発生している部局について、では、

どこがそれをチェックする可能性があるのか、そういう権限なり立場をお持ちの方はいる

のかということです。 

 そういう意味では、ちょっと想像するところでは一番近いのは監査委員かなと思ったも

のですから監査委員と出したわけです。しかし、監査委員もだめだとなると、また別に考

えないといけませんね。 

○行政改革担当課長 はっきりしたことはちょっと申し上げられないのですけれども、今

のお話のように、具体的な事例を確認しなければ先の判断ができないということであって、

監査委員の立場で、どんな事務になっているのかと投げかけられたときは、基本的にうち

の部局で開示すると思います。そこは、絶対に出せないことはないと思います。 

○吉見委員長 もとに戻しますけれども、そういう可能性を本当に意識していらっしゃる

のかどうか、私たちはそれがこのＤＶ関係のところではよくわかりませんでした。すなわ

ち、データを取っていないということですし、あるいは、我々に対してこれが有効にうま

く働いているのかどうかが見える説明がなかなかできなかったと思います。ですから、そ

ういう説明ができるような体制や状況を作ってくださいということなのですよ。それに対

して、説明する機会はあり得ないということになると、それはそれで問題だというので今

の話になったのです。 

 ですから、常にどこかに説明をするということがあり得るのだと。説明責任という言い
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方をしましたが、それは、ひいては住民に対する説明責任ですが、守秘義務の高い部分に

ついても住民の皆さんに対して広報さっぽろで開示しろという話をしているわけではあり

ません。しかしながら、チェックが掛かった場合に、それについてちゃんと説明ができる

ような体制を作ってほしいということだと思います。 

 尐なくとも、我々は、今回、説明を十分に受ける立場になかったのだという認識を私と

しては持ちました。例えば、こういうＤＶ関係のところで、相談者の具体的な氏名云々ま

で求めるつもりは最初から更々なくて、そこは関係ないけれども、もう尐し説明いただけ

るのではないかということも、守秘義務といいますか、そこはどうもということでぼかさ

れてしまって十分な説明がなされなかったという印象を持っています。それであれば、先

ほど言いましたように、行政評価委員会はきちんとした説明を受けるだけの権限を持たな

い委員会なのだという風に理解します。そういうことであれば、権限がきちんとあるとこ

ろが部局に対して説明をちゃんと求められるような体制を持ってくださいと。今回の行政

評価委員会では、尐なくともそういう体制であることを確認できませんでしたということ

だと思います。 

○行政改革担当課長 実は、私どもの受け止め方というか、市の人間なので、一緒の立場

で答えるべきですけれども、脇で聞いていた感想を言いますと、消費者センターにしても、

ＤＶにしても、主力の部隊が外の人なのです。自分たちで全部の事務をさばいていないこ

とがあるので、我々ももしかしたら往々にしてあるのかもしれませんが、責任を持ってそ

の事業をやっているつもりでも、やはり現場に出ていないのです。皆様からのご質問は現

場でどうなっているのかということを聞かれていますが、なかなか答えられないところが

あります。結局、自分たちも様子しかわからないわけです。 

 今は、こういうソフト事業でしたけれども、箱物を管理するような部署もそうなのです。

例えば、スポーツ部という部署では体育館なり競技場なり一切合切を所管しておりますけ

れども、現場にいるのは自分たちの職員ではありません。長年、任せてしまうと、あらま

しはわかっても、具体的にどんなことが起こっているのかまでは細かく捕捉できなくて、

なかなかやり取りがうまくいかなくて怒られてしまうようなこともあることはありまして、

私どもは、どちらかというと、そちらの方だったのだなという印象がありました。 

 そういう意味で言うと、細かいことはわからないのに、良いも悪いもないでしょうとい

うのはもっともなお話ですので、やっぱり、そこをきちんとして、こう変えるとか、これ

でいいのだということを皆様なり市民にお伝えしていかなければいけないという思いで実

は書きました。 

 実は、委員長がそういうような受け止め方をされていたことをちょっと感じ取れなくて、

その結果、こういう風になっていたということを弁解させていただきます。 

○吉見委員長 今の課長のお話もよくわかるのですが、もしもそれが本当だとすると、そ

れはそれで問題ですね。現場任せで、現場のことはわかりませんというのはね。ただ、そ

ういう話はここで出ていませんから、我々としてはそうだということを前提として意見を
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言ったり書いたりすることは難しかろうと思います。 

 ですから、やはり、きちんとしたデータをとって説明できるようにしてください、尐な

くとも説明する用意をしておいてください、必要があったときに然るべきところにちゃん

と説明できるような体制を取ってくださいということは必要かなと思います。先ほどのよ

うに、一般の市民に説明できる部分、それから、監査委員等の権限を与えられた人たちに

説明できる部分を切り分けるということでしょうか。全く説明できない、あるいは、する

必然性が必ずしもない部分も当然ありますが、そこはそれで切り分けるということですね。

切り分け方が非常にアバウトだったり、全部を説明できない方に切り分けてしまったりす

ることが往々にして起こるので、そこは注意して、できるだけ説明できる部分を多くする

ような切り分けをしなければいけませんが、そういう作業を尐しすべきではないかと思い

ます。 

 このテーマばかり長くしていても他のところに進めませんので、他にいかがですか。 

○林委員 ＤＶの関係で尐しだけです。 

 ８ページから９ページにかけて、例えば、ナンバー９の質問事項で、「相談内容、件数

に対して、人的資源は充足している」という内容になっていて、意見４、意見５でも、ど

の程度の忙しさなのかを検証したい、より良くしていくためにはどうしたらいいかという

質問事項です。委員としても、恐らく単純にＤＶの相談件数の増加だけを言っていないの

ですが、そもそもこの分野は専門性も必要ですし、複雑化もしてきているという問題意識

があったと思います。しかし、回答部分も仮指摘事項案も、相談件数の増加というところ

だけになってしまっているような印象を私はちょっと受けました。 

 もちろん件数の増加は大きな問題ですけれども、仮に件数がそんなに増加していなかっ

たとしても、やはり、いろいろな時代の移り変わりで内容も変わってくるところがありま

す。実際に、今、ＤＶという言葉はものすごく世間に流布していまして、もちろんほとん

どの方は深刻な状況にいらっしゃいますけれども、やはり、虚偽の申告も問題になってき

ているところも実際にあって加害者が勝手に作り出されているようなところもあります。

本来であれば、そもそも性質としてもっとワンストップ化を図る分野だと思いますし、ワ

ンストップ化を図る話になってくると市が音頭を取るべきところがすごくあると思います。

例えば、意見５の「より良くしていく」や「現状を改善する、次の段階が見えていないの

ではないか」というところに対して、仮指摘事項案が「連携・協力を進め」「効率化を検

討する」となっていますが、どんな内容でもこういうまとめになってしまうところがある

のです。恐らく、そもそもこのテーマを選んだ委員の問題意識ももっと踏み込んだものだ

ったはずです。ワンストップ化の問題は将来的な問題ですし、すぐにできるものではない

ので、どちらかというと理想論のところもあるかと思いますけれども、尐なくともスーパ

ーバイザーがどれだけちゃんと置かれているかとか、正直、この間のヒアリングではその

辺はよくわかりませんでした。さっきから委員長がおっしゃっているように、守秘義務の

問題や、今、おっしゃってくださったように、直接現場に携わっていない問題と、本当に
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現状分析ができているのか、できていないのかという点は、正直、聞いている者としては

わかりませんでした。ここは言えないからおっしゃっていないのか、現状分析がされてい

ない問題なので内容が出てこないのか、どちらなのかすごくわかりませんでした。 

 去年かおととしの公園整備の話は、こちらもすごくイメージが湧きやすかったし、具体

的に何がなされていて、何がなされていないかもすごくはっきりしたのを思い出しました。

ああいう話と比べても、今回は、本当に評価の前提として何がどこまでされているのか、

いないのか、それとも情報をいただくこと自体に問題があるのかがすごくわかりませんで

した。 

○吉見委員長 全く情報を取っていないということになると、それは、やはり市の他の部

署と比べても余りにもずさんだと思います。ですから、その情報を取っているけれども、

出さないのか、出せないと考えているのか、あるいは、出さないでいいと思っているから

取っていないのか、どっちかだろうなと思いました。そもそも、そういうつもりもなく、

ただ、漫然と何の情報も取っていませんということになれば、それはそれで、今、林委員

が言われたように単なる怠慢ですよ。他の部署ではやっぱり取るでしょう。いろいろなデ

ータを取っているでしょう。 

 今の時代、相談しに来て、いつ、何どき、何件相談に来ましたということも全くわかり

ませんという話は、他の部署でもあるものですか。 

○石川委員 林委員の質問に乗って言うと、結局、資料２－１のＤＶ等についての網かけ

は、「検証手法が必要」と書いています。僕も、多分、追加質問１８なんかはその流れか

らしていると思いますが、ここの論点は、今、議論があるように半歩遅れていて、結局、

検証ができないからこういうことをやってくれという話がこのまま仮指摘事項に載ると、

そもそも検証するための材料を集めようとしているのだけれども、半歩で終わってしまっ

て、検証する材料を出してくれということが仮指摘事項になってしまって、多分、これを

来年以降に取り上げなくなれば、これは半歩ずれのままこの論点が終わってしまうのは本

来の形ではないだろうと思います。 

 ここは、本当は、検証したいから材料をくださいというところを、他の部局は手前で終

わっている話がずれてしまったからこうなってしまって、これが仮指摘事項に載るという

のは、遅ればせながらというところもあるかもしれないけれども、本来は意見差し控えと

いうか、評価できずなのかなと思っています。これを遅ればせでも仮指摘事項に載せるべ

きかということをちょっと感じていたところです。 

○吉見委員長 石川委員が言われるように、情報が出てこないので評価できないという、

極めて厳しい表明をすることも可能だと思います。評価できないというのは、事実上のバ

ツですからね。半歩遅れでも、一応、指摘事項という形をつくって、その半歩を次に進め

ていただけるようにできないかなとは思います。 

 これは、表現もまた考えないといけません。つまり、趣旨は、必要とされるような情報

をいろいろなレベルに応じてデータを取ってください、そして、それを、適宜、開示や説
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明できるような体制を取ってくださいということになると思います。そういう表現で書か

ないとまずいだろうと思います。 

 もう一つ、私が気付いた部分については、今と非常に似ておりますが、３ページの消費

者センター運営費でデータ等についての質問をたくさんしております。それについて、何

とも申し上げられないとか、体制を取っていないということで来ています。ここも、こう

いう部分についての状況の把握体制をきちんとしてくださいということが要ると思います

が、これはいかがですか。すなわち、現状把握の体制を整備してくださいという内容です。

これは、どこかにありますか。 

○推進担当係長 これは、質問のナンバー２で、相談時間の記録や情報を把握しなさい、

仕組みを作りなさいとあります。 

○吉見委員長 「対応状況を把握する仕組みを検討」と。 

○行政改革担当課長 もちろん、言葉はもっと増やします。 

○推進担当係長 文言は、適宜、追加できますので、この中で一括でというのはあり得る

かと思います。 

○吉見委員長 わかりました。それは、ここに入れ込みましょう。 

 これは、ちょっと表現を変えることを考えないといけません。 

 もう一つは、７ページの追加質問１７です。これは、消費生活推進員の位置づけ、将来

ビジョンを計画するというか、考えるというか、そういう指摘ができないかと思います。

つまり、ここにこう書いてありますけれども、これからどうするか、余り何も考えておら

れなかったと思ったのです。とりあえず、募集して、制度はあるけれども、今はしていな

い。募集したところで、とりあえずほったらかしている。今後、もしかしたらまた追加募

集するかもしれないし、一旦、募集してやった人たちについて、そのレベルを維持するた

めの教育を継続的にやっているわけでもないということですね。では、この人たちはどう

なのだろうかがよくわからなかったのです。 

 この位置付けとか将来ビジョンというのはありましたか。 

○行政改革担当課長 事務局の今の考えとしては、制度を作って今年度で３年目になりま

す。今、年に何回か、啓発に出ていっていただくのが主な活動ですけれども、もう一つの

業務は、誰かから通報を受けて、それをつなぐ、場合によっては通報を受けた方と一緒に

様子を見に行ってみるという役割も担っています。まずは、制度を知ってもらって、声か

けをして、こういう通報を受ける機会を増やすことから、推進員のスキルアップのための

研修もこれから工夫してさらにやっていこうという趣旨の説明をしていたかと思います。

具体的に規模がどのくらいまでというのは、今は亓十何人だけれども、１００人にしよう

という話は多分持っていませんし、差し上げていないと思います。 

○吉見委員長 つまり、人数をどのくらいに増やすなどということは別として、今後、拡

充するのか、しないのか、あるいは、その判断をいつ頃までにするのか、こういう人たち

のスキルアップを図るつもりがあるのか、ないのか、図るとすれば、どういう風にするの
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か、３年とか、５年とか、１０年ということでやるのか。今、お話しになったこともあり

ましたけれども、極論すれば、こうするかもしれないし、しないかもしれないという程度

のある種の思いつきの話に近かった気がします。では、来年は何をするのですか、再来年

はどうなるのですかということもよくわかりません。 

 とりあえず様子を見るのかもしれませんけれども、いずれにしても、何か宙に浮いてい

る感じがして、これがどうなっていくのかがよくわかりません。計画を持っておられるの

か、持っておられないかもよくわかりません。こうするかもしれない、ああするかもしれ

ない、みんな、「かもしれない」だけなのです。まさに、ここにあるように「考えは持っ

ている」というだけです。ということは、とりあえず、今のところは様子見ということで

すか。 

○推進担当係長 そうですね。今、事業化して利用者が増えつつあり、ＰＲに取りかかっ

ている端緒の段階だと思います。確かに、委員長がおっしゃるとおり、次の段階となると、

これからかなという部分はあると思います。 

○吉見委員長 であると、端緒の段階であれば、その端緒の段階はいつまでなのか、１０

年たっても端緒の段階だと困りますので、大体どれぐらいまでにどういう風にしようと思

っているのかというのは、漠然としてもあっていいと思います。つまり、この事業につい

ての再評価ですね。やはり、これは余り効果がないからやめようとか、もっと拡充しよう

とか、今言ったように市民に対してこういうものがあることを宣伝してくのであれば、宣

伝した効果がどれぐらいあったのか、どれぐらい周知が図れたかということはチェックさ

れなければいけません。それをどれぐらいのところまでで片を付けて次のステップに進む

のかがどうもよくわからなくて、とりあえず作ってみました、あとは放置していますと見

えます。 

 そうではない、別に放置しているわけではないのであれば、今後、おおよそのスケジュ

ール感でこの話を進めていって、どこにどう使っていこうというのがあってもいいと思い

ます。何年までにどういうことをなどということまで細かく求めませんけれども、一般的

に、今、係長がおっしゃたような端緒の期間、スタートアップの期間は何年ぐらいあって、

何年後ぐらいにはそれが具体化して、何年後ぐらいに評価してというプロセスですね。行

政の方が好きな言葉を使えば、毎年ではなくて、尐し長期的な意味でのＰＤＣＡサイクル

ですが、そこがよく見えなかったということです。 

○山崎副委員長 恐らく、消費者センターもＤＶも、先ほど課長がおっしゃったように、

市職員が直接やっているわけではなくて、市民団体あるいはＮＰＯが善意で一生懸命にや

っていることと、それから、これを拝見するとそれなりに相談業務も多いので、ある種、

量的な次元で仕事を処理していくことは、お話を聞いていても一生懸命やっていることが

わかりますし、その相談件数も増えているので、一生懸命に量をこなしているところだけ

でいっぱいいっぱいなのでしょうね。 

 だから、委員長は、それを持続可能な形で質を高めるような内部の努力や点検を、担当
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部局であれ、市民団体、ＮＰＯであれちゃんとしなさいということで、それは当然だと思

います。ですから、量で一生懸命やっていることはよくわかるけれども、それを質的に良

いものに、あるいは、持続的な業務にしていくような改善はどうしますかというところで

は、多分、そこまで手が回っていないとか、そういうことを今まで言われたことがないの

だと思います。そういう認識のギャップを橋渡しするような形で指摘事項を作ってあげな

いと、何を言われているのかわからないことにもなりかねないと思います。 

 そこは、我々が指摘事項を書くときに、具体化するときに工夫が要るところかなと伺っ

ておりました。 

○吉見委員長 うまく説明していただいて、ありがとうございます。 

○山崎副委員長 私の勝手な思い込みでもあります。 

○吉見委員長 まさに、おっしゃったようなことですね。 

○山崎副委員長 みんな真面目にやっているのはよくわかるのです。いろいろなデータを

見ても、ヒアリングをしても、本当にご尽力されています。そして、消費者センターはそ

うですが、ＤＶは別にやらなくてもいい単独事業です。札幌市は、それをあえてこういう

ことが大事だと一生懸命おやりになっているわけです。そういった意味では、他の政令指

定都市や自治体よりも札幌市は本当に一生懸命にやっているわけですね。それは、間違い

ないです。 

○吉見委員長 それは、間違いないですね。 

 あと一件、９ページ目のナンバー１０です。仮指摘事項は「例えば」と書いてありまし

て、何となく映画のコマーシャルについて検証しなさいと言っている感じに聞こえますが、

映画の話だけではなくて、こういう広告の費用対効果がどのくらいあったのか、もっと広

い視野で検討してくださいという趣旨だと思います。映画が本当にいいのですか、他にも

あるでしょうとか、あるいは、映画館でやるのがいいのであれば、もちろんそれは今やっ

ていることですから、ここにあるように分析が必要です。 

 今の映画のことだけで言うなら、指摘はむしろ要らないかなと、不要であるとさえ思い

ます。そうではなくて、指摘をするならば、さまざまな広告、宣伝の方法がある中で、ど

んな方法が最も費用対効果が高くて市民にアピールするかを検討し、現在行っていること

についても費用対効果について検証するという程度の話だと思います。 

○行政改革担当課長 一応、全般的にご指摘いただいたつもりで書きましたので、それが

もっと表に出るように文言を変えます。場所としてはここしかないので、広告事業はこの

事業だけでなくいっぱいありまして、同じようなご指摘を事あるごとにたくさんいただい

ております。当たり前の話ですが、目的をもってきちんと検証してやってくださいという

お話です。 

○吉見委員長 映画館でやるのはなかなかユニークだと思います。だから、個人的には悪

くないとちょっと思います。ただ、なぜ映画館かというと、若者にアピールするからとい

う話がありましたが、今、若者は映画館に行きますか。 
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○山崎副委員長 どうでしょうね。 

○石川委員 これは、僕が質問のときに触れましたが、結局、効果を言い過ぎると、電通

あたりからこういう数字が出ましたという話が出てきて、答えは余り面白くないなという

のが正直あります。求めていることはそういうことで、一番ヒットするところに打ってく

れということを言いたいのだけれども、答えは実はこれが一番ヒットするのですという答

えが出てくるなら、電通などが出す答えならつまらないところがあります。聞かないわけ

にもいかないかなというところでしょうか。 

○吉見委員長 そうですね。そういうことまで想像してしまうと、もう要らないかなとな

ってきますね。 

 長くなっていますが、他にご意見はいかがでしょうか。 

 まず、最初の消費者センター、ＤＶ関係は、とりあえずこれでよろしいですか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○吉見委員長 具体的な文言にまで落とし込めていないところが尐しありますので、また

検討したいと思います。 

 続いて、次の交通のところに行きたいと思います。 

 資料３－２の説明をお願いいたします。 

○推進担当係長 資料３－２に移ります。 

 まず、１ページ目ですが、ＳＡＰＩＣＡの導入プロセスについての確認の質疑のやり取

りになっておりますので、特に仮指摘事項案はございません。 

 続いて、２ページ目上段です。 

 質問ナンバー２は、ＳＡＰＩＣＡの費用対効果の観点からの指摘です。市の考え方の周

知を市民に継続しなさいというところと、ウィズユーカードからＳＡＰＩＣＡへ転換とい

う市の考えがありましたので、そのことについて、市民にわかりやすくきちんと周知しな

さいという指摘でございます。 

 続きまして、３ページ目の上の質問ナンバー３につきましても、ＳＡＰＩＣＡの市民に

とっての利点はどうなのかというご指摘を踏まえ、それから、ワークショップでの市民意

見として、ＩＣカードやドニチカキップの利便性をもっと高めなさい、普及しなさいとい

うご意見もございました。それを踏まえて、ＳＡＰＩＣＡについての利用の市民周知を図

るべきということで、先ほどの指摘と一括してはどうかと考えております。 

 その下の追加質問４は、ＳＡＰＩＣＡの他の公共機関との相互利用についてですが、今

現在、事業者間で交渉中という回答でしたので、なるべく早期に実現するように協議を進

めなさいという指摘です。 

 続いて、４ページ目の上段です。 

 こちらは、バス事業に関して、バス路線の維持についてご質問があったかと思います。

あわせて、ワークショップにおきましても、バスをもっと利用する必要がある、そのため

には、利用しやすくなるように路線図、案内図の表記をわかりやすくしたり、文字を大き
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くすべきではないか、バスの待ち時間もわかるような仕組みにすべきではないかというご

意見がございました。それらを踏まえまして、仮指摘事項案といたしましては、誰もが利

用しやすいバス事業にするために、わかりやすい路線図などの案内表示、あるいは、バス

の運行状況を表示するシステムなど、バスの利便性を高めるための取組について、バス事

業者と協議を進めて検討を促しなさいという指摘案でございます。 

 その下の追加質問７は、今後見込まれる人口減尐社会の中で現状のバス路線を単純に維

持するのは難しい可能性がある、そうした場合にコミュニティバスのやり方を検討しては

どうかというご質問があったかと思います。これは、ワークショップでも、同じように、

利用者の尐ない地域ではミニバスやコミュニティバスを検討してはいいのではないかとい

うご意見があったかと思います。これらのご指摘、ご意見を踏まえまして、仮指摘事項案

としましては、将来的なバス路線の確保につきましては、既存のバス路線の維持にとらわ

れずに、例えばコミュニティバスなど多様な手法を含めて検討しなさいという指摘案でご

ざいます。 

 続きまして、６ページ目の上でございます。 

 こちらは、バリアフリーについて、駅や車両などにおけるバリアフリー化は現状でどう

なっていますかという質問があったと思います。さらに、ワークショップでも、バリアフ

リー化、特に運転手や駅員の応対など、ソフト面のサービスでのバリアフリー化などを進

める必要があるのではないか。冬の公共交通機関の利用に際して、停留所に屋根をかける

といった利便性の向上、バリアフリー化を進めすべきではないかというご意見もございま

した。これらを含めまして、仮指摘事項案といたしましては、超高齢社会においてより一

層のバリアフリー化が求められる中で、利用者への応対などのソフト面でのサービスを含

めて、効率的・効果的なバリアフリー化を進めるべく検討しなさいという指摘案でござい

ます。 

 続きまして、７ページ目でございます。 

 まず、上の路面電車に関しては、ループ化の事業について、どのような効果があるかと

いうことで、利用者数や収入増の関係、市としての利点、メリットはどうなっているかと

いう質疑があったかと思います。これを受けまして、市電のループ化によってまちづくり

への寄与が見込まれるという市の回答がありましたので、より大きな成果、効果となるよ

う、他の事業との連携を進めるとともに、さらに、市民理解も必要ですから、市民理解の

醸成に努めることという指摘案でございます。 

 その下の質問７は、パークアンドライドに関してです。 

 パークアンドライドの利用者アンケートによりますと、利用者の内訳は、従来、バスを

利用していた方が相当数含まれていた状況もあって、パークアンドライドが単純に公共交

通の利用促進という目的から見るとちょっとずれた部分もありますので、そういった問題

意識のもとで考えられた仮指摘事項案としましては、都心部への自家用車流入を抑制する

という事業目的の効果は認められるが、従来、バスを利用していた方が利用者の半数以上
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もいる現状を踏まえて、公共交通の利用促進という観点からこの取組の見直しをすべきで

はないかというご指摘でございます。 

 その下のマイカー利用については、抑制を考えられるかという委員会での質疑があった

かと思います。併せて、ワークショップにおきましても、自動車抑制ということで、ノー

カーデーをもっと広めなさいというご指摘や、都心部への自家用車の乗り入れを規制して

はどうかというご意見もあったかと思います。それを受けまして、公共交通の利用促進と

いう観点から、都心部への自家用車の乗り入れを抑制する取組の可能性を検討しなさいと

いう指摘案でございます。 

 続きまして、８ページ目は特にございません。 

 ９ページ目は、施策全般ということで、民営化の検討はどうしたのかということで、市

電、地下鉄の民営化の検討をしてきましたかということ、それから、現状の事業における

民営化や委託化の割合はどうかという質疑が委員会でありました。その点を踏まえて、仮

指摘事項案としましては、将来的に持続可能な市営交通、市電と地下鉄になりますが、そ

の観点からさらなる民間活力の導入の可能性について検討しなさいという指摘案でござい

ます。 

 そして、続きまして、１０ページ目でございます。 

 真ん中の意見２も、ＳＡＰＩＣＡに関しまして、ＳＡＰＩＣＡの利用促進を図るのであ

れば、ウィズユーカードのプレミアという問題もありますし、利用者としてＳＡＰＩＣＡ

のメリットを感じないとなかなか移らないということが課題であるという意見がありまし

た。こちらは、先ほどのＳＡＰＩＣＡの意義の周知という指摘で一括したいと考えており

ます。 

 もう一枚おめくりいただきまして、最後の１１ページ目です。 

 こちらは、意見６と意見１０で、市電やバスの利用につきまして、市民にしっかりと説

明して理解を深めていただく必要があるのではないかという点と、併せて、バスをもっと

使いたくてもどう使っていいかよくわからないのが率直なところであるという委員会のご

意見もございました。これは、バスの利便性を高めるための取組を促すということで、先

ほどの質問６や追加質問５と共通ですので、そこで一括したいと考えております。 

 一番下の意見１１も、今後も公共交通の利用を促していくということであれば、小学校

全学年にも公共交通の優位性や環境問題の中での必要性といったことをきちんと啓発、啓

蒙しなければならないという委員のご意見です。さらには、ワークショップの中でも、こ

のままでは現状の公共交通を維持することはなかなか難しくなるという危機意識や状況、

それから、それを支えるのは、やはり子どもを含めた市民の皆さんですということを考え

ていただくことが必要ではないかというご意見がございましたので、子どものころから公

共交通の役割、重要性、必要性を実感できるよう、学校などの関係機関との連携を進める

ことという指摘案でございます。 

 私からは以上です。 
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○吉見委員長 それでは、いかがでしょうか。何か委員の皆様からご意見はございません

か。 

 ＳＡＰＩＣＡはこういう形になりますね。一応、２件の指摘事項が出ていますが、まと

めればこうなるだろうと思います。一つ目の指摘事項は、ウィズユーカードの廃止時期な

どと具体に踏み込んだところも入っています。 

○石川委員 質問２については、結局、僕が何点か言っている話です。ここをどういう論

点にするか、正直、まだ迷っていますが、これは後から送られてきた別表で、費用対効果

は平成２２年度から黒字になっていると見えます。これは、プレミアム差額は、別にＳＡ

ＰＩＣＡにしなくても、明日から１０％にすればできるというところをここに織り込んで

いるとか、気付かなかったのですけれども、委託販売手数料は今までキヨスクでやってい

たのが、便法としてはＳＡＰＩＣＡになって取り扱いが減ったからキヨスクの手伝いを借

りなくて済むということもあるかもしれませんけれども、削減ということで考えればここ

を切ることも可能だったわけです。そういう項目が混じってプラスになっているという風

に作っているなという印象がすごくありました。 

 ただ、方針としてもうＩＣ化をするのが決まっているから、それに異を唱えるつもりは

ありませんけれども、こういう問題が起こっているのだからもう尐し緊急性を持てという

言い方をするのがいいかどうか、こういう資料を出すこと自体がどうだという風に捉える

のか、余り数字を細かく言う気持ちもないのですが、僕が質問していることはこういうと

ころの積み重ねなのです。 

○吉見委員長 すなわち、ここまで提示された資料からすると、まず、ＳＡＰＩＣＡ導入

の費用対効果が十分に説明されていないということだと思います。数字の取り方によって

は、別にＳＡＰＩＣＡを入れても費用対効果が全然上がっていないと言う結果が出る可能

性もあります。だから、この指摘事項に関わる部分ですが、早期にウィズユーカードを止

めるなり何なりすることを考えなさいというところに行くかどうかですね。 

○石川委員 取り扱いもどうしようか、ちょっと迷っています。こういう数字が判断材料

に使われることがいかがなものかと。 

○吉見委員長 そういうこともありますね。 

○石川委員 あるかもしれません。でも、それも話が大げさになるなという気もします。 

 ただ、この判断は、一見、効果が出ていると思われるけれども、実際に出ていないから、

やはり、これは早く切り替えないと垂れ流していますよという話にするのか。 

○吉見委員長 石川委員が問題にされているのは、ヒアリングの際に出された資料の中で、

削減効果として１万円分のプレミア分の差額と、委託販売手数料の削減があって、この金

額が非常に大きい数字になっているけれども、これは別にＳＡＰＩＣＡと関係ないので、

資料としては外すべきだ、外して計算すると別に費用対効果は上がっていないというのが

石川委員の指摘です。つまり、言い方を変えれば、費用対効果が上がるように見せるため

にこういう数字を入れ込んでいるのではないですかという指摘です。 
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○行政改革担当課長 多分、直接的にばっちりリンクするのは、削減効果の一番上のカー

ドの作成経費と機器の部分です。 

○石川委員 結局、この話は、そこをやらないと意味がないのに、この二本立てがいつま

で続くのかと。 

○吉見委員長 そこを強く出すことにするか、あるいは、今、石川委員が言われたのは、

その前段階の話ですけれども、交通局が説明されている資料の作成に問題があるという形

の指摘をするかという話です。 

 どうしましょうか。 

○石川委員 意図的なのかどうかも判断に迷って、プラスに出すために何でも突っ込んだ

という意味なのか、他愛もなくこういう数字をつくったのか。本来は二つの要素があって

この数字は出てくると思います。 

○行政改革担当課長 意図云々までは、私もこの場では言えません。しかし、実は、どう

いう形でお示しするかというのは事務局でもやり取りをしていまして、問い合わせたとこ

ろ、今回、お問い合わせをいただいたので慌てて組み立てたのではなくて、ＳＡＰＩＣＡ

を考えていく最初のときから項目立てをしてやっていたということだけは確認しました。 

 意図までは、申し訳ありません。 

○石川委員 結局、ずっとマイナスが続く数字が出ると、何とかしなければならないとい

う話が出ますが、こう書くととりあえず二本立てでもいいかなと取れる数字だと思います。 

○行政改革担当課長 逆に、効果が前から出ればもっといい話になるのは、おっしゃると

おりだと思います。 

○石川委員 しかも、今、効果が出ていると出ていますが、そこはわからないのですね。 

 実は、１万円のカードの発行枚数が減っています。そういう意味では、効果が出ている

のか、そこまでつかみ取れないところもあります。実際に利用者が減れば、その辺の数字

が変わってくるかもしれないとか、僕も可能性だけを示しているので、全てがリンクする

わけではないのです。 

○行政改革担当課長 例えば、そのご主張をここに落とし込んでも、それは特に破綻して

いないと思います。恐らく、１万円が減っているのはＳＡＰＩＣＡになったからです。例

えば、私なんかはもともと１万円のウィズユーカードを買っていなかったのですが、ＳＡ

ＰＩＣＡを持っているという人間もいます。そういうことを入れ込んでも１万円のウィズ

ユーカードが今までにない落ちを示しているということは、やはり、ＳＡＰＩＣＡの方が

良いと言う方がいるだろうと推測できるぐらいの落ちだと思われます。その効果はあるに

せよ、他の論点でご指摘いただいたことは、確かにそう見える中身になっています。 

○吉見委員長 そうですね。その効果を入れて計算するのであれば、やはり、ウィズユー

カードを早く止めないと効果が出ないわけです。 

○行政改革担当課長 いずれにしても、それはもう確かなことかと思います。 

○吉見委員長 数字上、１万円のウィズユーカードを直ちに廃止すれば、この効果がもっ
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と上がるわけだから、さっさと止めて効果をもっと上げろということですね。 

○行政改革担当課長 仮指摘事項案は、割と短めに書いていますけれども、この中に具体

性を持たせるのも一つの方法です。報告書の中には、指摘事項の前にこれぐらいの前振り

を入れて、こういう観点でこういう指摘をしましたということは今までどおり整理します。

ですから、なぜこういうことを言うか、こういう説明を受けたけれども、そうは思えない

とか、ちょっと違うのではないかという考え方をその中に盛り込ませていただくことは可

能かと思います。 

○石川委員 それほど深い意味もなく、意見１も僕の意見だと思いますが、どさくさに紛

れて５％のプレミアムを減らしてＩＣ化の費用を捻出するというのも、それはそれで一つ

のやり方です。 

○吉見委員長 そうですね。そもそも、ＳＡＰＩＣＡも１万円以上チャージすれば１５％

にしますという設定もできたはずです。 

○石川委員 そうなのです。そうしたら、僕もすぐにＳＡＰＩＣＡに移ったのですよ。そ

ういう層も結構います。 

○吉見委員長 まさに、それをＳＡＰＩＣＡにした効果として入れられるのはおかしいと

いうことですね。それは話が違うでしょうと。では、１万円以上チャージは１５％と設定

をしたときにも同じ効果が出るのですかと、それは、この計算だと出るはずがないのです。

だから、これはちょっと違うでしょうというのが石川委員のご指摘だと思います。 

 この中でも他にもいろいろ出ましたけれども、市民意見の中でも、例えば、ドニチカキ

ップなんかをもっと便利に使ってということも出ました。例えば、ドニチカキップは紙で

はなくてＳＡＰＩＣＡでしか使えないとすると、またＳＡＰＩＣＡの利用率が上がったり

すると思います。そもそも磁気カードのドニチカキップは、コストが掛かるから紙に切り

替えたのに、ＳＡＰＩＣＡを入れてもまだ紙を使っていますからね。あれは、自販機に５

００円入れて、その日の分だけ一日乗車券チャージをすればいいわけです。そんな情報は

ＩＣカードには幾らでも入りますから、それで済むでしょう。そうすると、一日乗車券は、

ＩＣカードを持っている人しか買えないとするとＳＡＰＩＣＡの利用率が上がるのではな

いかということです。 

 これは細かい話ですが、例の相互利用の問題も含めて、全体としてＳＡＰＩＣＡの利用

の仕方、され方が非常にまだ不十分です。電車やバスでも使えるようになったし、尐しず

つ進んではいるのでしょうけれども、カードの問題に関してはまだいろいろやれることが

あるのではないかと、市民も含めて、我々も含めてやはりあると思います。でも、表現と

してはこうなるのかなと見ていました。仮指摘事項案としてはさらりとしていますね。 

 他はいかがでしょうか。 

 細かいことですけれども、４ページ目の追加質問５です。 

 仮指摘事項案はこれでいいと思いますが、最後の行の「バス事業者と協議を進め、検討

を促すこと」の前に、「市が主導して」と入れられませんか。これは、いずれにしてもハ
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ードルを上げようと思っています。協議は今でもしていると思いますので。 

 それから、次の追加質問７は、「例えばコミュニティバスなど」とありますが、「コミ

ュニティバスやデマンドバスなど」と「デマンドバス」を入れられませんか。デマンドバ

スは市民意見から出てきた話ですが、コミュニティバスとデマンドバスは全く違うものな

ので入れておいてもいいと思いました。 

 それから、５ページのナンバー４です。 

 これは、実は、ナンバー１０の地下鉄と多尐重なるのですけれども、どういう表現にす

べきかなと思うのです。要するに、路面電車の運営方法や車両等の設備更新の方法を多角

的に検討することといった内容の指摘ができないかなと思います。ナンバー４は車両の直

接的な話でありますけれども、例えば、追加質問１１に関連させてもらっても構いません。

全部ひっくるめてです。つまり、運営方法は追加質問１１に関係しますし、車両設備更新

のやり方は新型車両等々のことを含めてです。あるいは、停留場の話もありました。それ

を多角的に検討といったのは、今のやり方がベストと思わずに他の考え方も考えてくださ

いという趣旨です。例えば、今のナンバー４から追加質問１２までと、それから、追加質

問１３もそうですし、さらには、最後の１１ページの意見９も全部ひっくるめた話です。 

 引き続いて、７ページのナンバー６です。 

 これは、最後の部分の「他事業との連携を進めるとともに」の後の「市民理解の醸成に

努めること」を「今後の計画に役立てること」とできませんか。市民理解の醸成も大事で

すが、実は、ここまで非常にそれに傾注してやってきたところがあります。確かに今後も

大事ではあるのですけれども、延伸事業については、一応、市民理解が得られたというこ

とでスタートさせたということもあると思います。次のステップは、それをベースにして、

では、今後これをどうするのかということに移っていかなければいけないと思いますから、

今後の計画に役立てるとしたらどうかという話です。 

 それから、ナンバー７のパークアンドライド駐車場です。 

 最後が「取組の見直しを図る」となっていますが、ここは何かもう尐し積極的な取組に

なるという表現が入れられないかとちょっと思いました。 

 見直しというのはどういう意味ですか。 

○行政改革担当課長 尐なくとも、バスをご利用いただける方にはご遠慮いただくように

努めたいのだと、はい、どうぞというスタンスではないことを多分想定していると思いま

す。 

○吉見委員長 後ろの方にバスの話がありましたからね。 

○行政改革担当課長 逆のやり方もあると思います。ご遠慮いただきますというのか、逆

に、真っすぐ街まで行っていた方をもっと積極的に受け入れますというのか。 

○吉見委員長 確かに、バスの利用者の話が、随分、重く表に出てしまいましたが、この

パークアンドライド駐車場の関係と今後の展望云々という話については、バス利用者の問

題をどうするということだけではなくて、そもそもこのパークアンドライド駐車場の事業
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を今後どういう風に考えていくべきかということが入っていたと思います。それで、バス

利用者の対策をどうしようということだけに行ってしまっても困ります。パークアンドラ

イドの取組自体は、進めていくことがポリシーとしてあると思うのです。ただ、実態はど

うかというと、例えば、月決めでパークアンドライド駐車場を利用するのは、もうかなり

待機者が出てしまっていて、今使いたいと思っても使えない状態も現に発生しているわけ

です。そのときに、調べてみたら、バス利用者が多かったので、これを何とかしましょう

ではなくて、ちゃんと利用できるような体制を作れないのかとか、あるいは、正直に言い

ますと、今の札幌のパークアンドライド駐車場はできるところに作ったので、余り積極的

にはやっていないように見えます。駅の近くに空き地があるから作っていて、利用者の利

便性は余り考えていません。本来、パークアンドライド駐車場は、そういう性格のもので

はなくて、車をおりたらすぐ電車に乗れるという性格のものでなければいけないのに、は

っきり言うと余りそうなっていないのですよ。たまたま駅の近くに使える空き地や駐車場

があったので、そこをパークアンドライド駐車場にしましたということでやっているので

はないか。もう尐し、諸外国で見られるような、本当に車の人たちがストレスなく乗り継

ぎできるようなパークアンドライド駐車場を作って、しかも、かなり大きく作って需要が

十分満たせるようにしてあげられるようにしないと、本当はこんな事業はうまくいかない

と思います。今は、作れるところに作れる台数だけ作って、あとは使いたい人は順番待ち

というやり方ですからね。 

 バス利用者というのは、バスを利用していた人がパークアンドライド駐車場を使って地

下鉄を乗り継いでいるという意味ですか。 

○行政改革担当課長 そうです。 

○吉見委員長 本来は、それでもいいと思います。ちっとも構わないと思います。 

 もし、それがだめだと言うならば、バスを便利にするしかありません。駐車場の方でバ

ス利用者を締め出すのではなくて、車で行くストレスよりもバスで行くストレスの方が尐

ない状況を作ってあげないと公共交通で移動しないです。だから、バスの本数をもっと増

やしてやるのだという施策にするしかないのですよ。ところが、そうなっていません。だ

から、車を締め出してバスに乗ってというのは、公共交通の施策としては根本的に間違っ

ていますから、ここでバス問題をパークアンドライド駐車場だけで解決しようということ

ではだめだと思います。もしそういう風に考えておられるならば、それはそれで別ですが、

今回はそこまでわからなかったので踏み込みません。ただ、バスの本数は、１時間に１本

のままにしておいて、パークアンドライド駐車場から締め出してバスに乗ってというのは

無理です。そうであれば、都心にいきなり車で来ていただくよりは、地下鉄のパークアン

ドライド駐車場まで来ていただいて乗りかえていただく方がよほどいいです。 

 つまり、パークアンドライドの位置付けを部局で確認していただいて、積極的な取組を

していただく必要があるのかなと思います。バス利用に誘導して、今、バスから乗り換え

ている人を締め出そうというのは消極的取組だと思います。 
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 ですから、「取組の見直しを図ること」を積極的取組を図ることぐらいの表現にしたら

わかるかなとか、いろいろ考えているところです。 

○行政改革担当課長 ご趣旨を反映するのであれば、全体的なパークアンドライドのあり

方を、例えば都心部での防御とか、妥当かどうかわかりませんが、駐車場をあまり作らな

いなど、全体的な中できちんと位置付けてもっと積極的にやった方がいいのではないかと、

そういう視点もわかるようなご指摘に変えさせていただきます。 

○吉見委員長 お願いします。 

 部局の回答がバスの話に引っ張られたものですから。そういう趣旨ではないと思います。 

 それから、追加質問１５も、マイカーの抑制と今の都心部の乗り入れ規制の話にかかわ

りますが、「取組の可能性について検討すること」は、「の可能性」を削れませんか。取

組について検討するです。可能性はあります。みんなわかっています。さんざん検討され

ていますので、これはもう、段階としては、やるつもりがあるならば取組を考えるべきと、

やるつもりがないならやるつもりがないでいいです。 

 最後に、１１ページの啓発活動は、何かうまい表現はないかなと私はまだ決めかねてい

ます。子どものころから公共交通の重要性を理解してもらうようにしましょうという趣旨

ですね。「関係機関との連携を進めること」という表現が、何か良い表現がないかなと思

いました。 

 関係機関とはどこですか。 

○推進担当係長 教育委員会の学校です。そこばかりではないですが、中心はそこです。 

○行政改革担当課長 子どもに対してこのような啓発ができるのは、やはり、一番多いの

は教育委員会、その次は、私どもの部局で言えば子ども未来局というところで児童会館系

の事業を持っていますので、そちらがメーンになります。 

○吉見委員長 これは、関係機関と書いておけばわかりますか。 

○行政改革担当課長 尐なくとも我々はわかります。ただ、他の方は、市の中の話を言っ

ているのか、外の話を言っているのか、確かにわかりません。 

○吉見委員長 例えば、教育委員会、子ども未来局等とか、学校等と関係機関の前に入れ

るとか、そのようにしましょうか。 

 他にいかがでしょうか。 

○太田委員 ２点あります。 

 まずは、７ページ目のナンバー６の路面電車の延伸の件です。 

 予算を聞いて大変驚きました。３，０００万円の増収を見込んでいるということですが、

前回の議論に出ましたように、これは乗り換えなので地下鉄等の人たちの減収になるとい

う話になると思います。それで、５ページ目の追加質問１０に戻りまして、最後に料金収

入で運営していくとありますが、これは、先ほどの石川委員のご指摘ではないですが、総

体的に見ると収入が変わっていないので、そういう言い訳で納得できるか、できないかが

微妙かなと感じました。ですから、乗り換えてもらうことにより、３，０００万円の料金
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収入で運営できるというのは、通じるか、通じないかと、前回から考えていました。 

 それから、これはどこに入るのかわからないのですが、私は足を悪くしていた時期があ

りまして、公共交通に乗れなかったのです。それは、なぜかというと、まず地下鉄は階段

が多い、バスはいつ来るかわからないので立っているのがつらい、乗ってみると満員で座

れない、結局、タクシーなどを利用することになります。バリアフリー等のお話もありま

したが、今、乗らない方たちがなぜ乗らないかということを研究すべきだと、聞いていて

ずっと思っていました。 

 どちらに入れるべきかがわからないのですが、公共交通にもっと乗っていただくために、

もう尐し、マイカーの抑制とはまた違う論点でどこかできっちりと検証すべきではないか

ということがどこかに入っていただくとありがたいと思いました。論点的にはどこに結び

付けるか難しいですが、もし付けられるところがあれば、付けていただくとありがたいと

思いました。 

 以上です。 

○吉見委員長 前段のところですが、どうしますか。前段の６００人の需要増ですが、こ

れを計算するときの式があります。それは、既存の交通機関等からの乗換えと新規需要を

考えるのですが、既存の交通機関の乗換えは並行路線とも限りません。例えば、この場合

は、すすきの－大通間単独で乗っている方が移転するという計算でもありません。そのパ

ーセンテージだけでもないと思います。それから、新規需要に関しては、沿線の住民の人

口からはじき出します。 

 ちなみに、ここではほとんどないと思います。つまり、沿線とはそこに住んでおられる

方という意味ですが、商業地帯なのです。狸小路に住んでいる人が尐しいるでしょうけれ

ども、商業地帯なので住んでおられる方の計算はほとんどできないと思います。 

 あとは、自転車等の利用者の移転を一定程度はじきます。それは、過去のパーソントリ

ップ調査から一定の割合をはじき出して出た数字の６００人なので、このうち地下鉄から

どれぐらいなのかは私もわかりませんけれども、地下鉄から６００人全員が移ってくると

いう計算ではないと思います。また、新規需要も入っていますが、今回の事業に関しては

新規需要は余り見込めないと思います。 

 それから、収入で見込むという分については、たしか運賃の値上げが入っていたと思い

ます。ですから、今の市電の運賃をループ化のときに値上げする分の増収です。したがっ

て、その値上げの分の増収は全線にわたりますので、その部分を含めて運賃収入に見込む

という話が入っているのは、どうなるかですね。 

 今回のループ化に関しての事業で言うと、本当は収入増はもっと広く考えなければいけ

ません。まちづくりの観点からの税収の増も入れなければいけないのですが、そこに入れ

られないのですね。さっきの６００人を弾き出すプラス要素には、そういうのは入りませ

ん。計算もできません。だから、どういう表現にしたらいいか、ちょっと悩んでいます。 

○太田委員 結論は、市民の理解で運営していくべきということにたどり着くと思います。
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多分、この数字は机上のものだろうと思います。 

○吉見委員長 ある意味では、机上のものですね。 

○太田委員 先ほどもご意見が出ましたが、もっと市民に理解してもらえるように激しく

努めていただきたいと思います。 

○吉見委員長 市民に対して効果の説明をちゃんとすることが大事です。多分、お金の問

題だけではないので、そういう意味では、さっきの市民理解の醸成というのは別の表現で

残しますか。 

○太田委員 醸成というよりは、一般市民の方は実はまだ始まっていないと思っています。 

○吉見委員長 だから、事業の効果について市民に説明するということになるのでしょう

か。説明するように努めるということが必要ですね。 

 説明する段階では、いろいろ言えると思います。つまり、実際に増収はこれだけでした

と。ただ、ループ化の増収を切り分けるのはなかなか難しい。というのは、さっき言った

みたいに値上げ分が入ります。値上げ部分を全部ループ化の効果だと言ってしまうと石川

委員に怒られますね。だから、なかなか切り分けられません。メートルで切り分けられて

も乱暴だと思います。そのときには、本当は、これはまちづくりや市の中心のにぎわいと

関係していまして、例えば、オープンカフェなんかもやるわけで、極論すれば、オープン

カフェでもってどれだけ儲かったかと。総合的なものですから、そういったような効果も

本当は示していいと思いますね。単に電車の運営費単独での説明ではなくて、まさにまち

づくりを目的にやっている事業ですから、まちづくりにどう役立ったのかという説明をち

ゃんとしてもらうということでしょうか。 

○行政改革担当課長 あと、決まっていないことで、実は、電車につきましては、今の交

通局の体制で延々続けるということでは、やはり幾ら値上げしても収支が赤字になります。

この先は、やはり、民間の力を借りるなど、尐し工夫をしなければいけないという前提で

収支計算をしています。ただ、そこはまだ定まっておりません。まだクエスチョンという

のは太田委員がおっしゃるとおりだと思います。そこも早く固めて、実際にこういう姿に

なります、まちづくりの観点でもこういう効果があります、実際に乗客がどれだけ増える

のかもありますが、そういう情報をさらに出してご理解いただき、使っていただく努力は

どうしても必要なことだと思いますので、そういう前提で尐し組み立てをさせてもらって

もよろしいでしょうか。 

○吉見委員長 お願いします。 

 前段のどうやって運営するのかは、先ほど私も言いましたが、運営方法、車体設備にそ

の意味が入っているのですね。 

○行政改革担当課長 はい。 

○吉見委員長 多分、このままではやらないだろうということも入っているので、それは

サポートする意味もありますが、運営方法について、多角的にやり方を検討してください

という意味です。 
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○行政改革担当課長 了解しました。 

○吉見委員長 他はいかがでしょうか。 

○石川委員 ７ページ目のナンバー７と追加質問１５で、吉見委員長が指摘された点でち

ょっと違う立場もあります。 

 ナンバー７は、そもそも、これをやるときに、当然、予想も入っているのであれば、こ

ういうことも想像されたけれども、メリットが出るという前提がもともとあったのではな

いかなという気がします。ふたをあけてみたら相当数がバス利用者だったというのは、予

想外の結果なのか、こんなものだったねというぐらいの市全体の結論なのか、ちょっと違

和感があるというか、どうしてこういうことになったのかなと。当初の予想がずれたもの

なのか、ここまで考えていなかったのか、わからないのなら結論も変わってくるのかなと

思います。予想が入っている以上は効果的に使ってもらわなければならないということも

あって、当初と思惑が違うなら見直す必要も出るかもしれません。こういうことがわかっ

たけれども、でも、さっき委員長が言ったような観点があるなら続けるかとか、そもそも

どういう経緯で始まったか、そのつながりがわからないので、指摘事項にどうつながるか、

僕は見直しを図るでもいいかと思っていました。今さらながらですが、そもそもの前段が

どうか知りたいという気になっています。 

 １５番は、委員長は「可能性」を抜いてもいいと言ったのですけれども、取り組めるの

ですか。基本的な質問ですが、私もマイカー派なので、他の自治体がやられているかどう

かも含めて、これはどうでしょうか。できますか。 

○吉見委員長 やり方はいろいろあると思います。しかし、市だけがやることはなかなか

難しくて、当然ですが、関係諸機関との連携が必要になります。関係諸機関ですぐに考え

られるのは警察部局です。例えば、抑制すると言ったときに、警察と共同でやれることは

乗り入れにくくするように交通規制することです。右折禁止という場所を作るとか、左折

禁止という場所を作るなど、いろいろな形をとると流入規制は結構できます。 

 富山市などがやったケースはそれです。これは、別に車乗り入れ禁止になっていないの

ですが、その道路に入るには随分遠回りをしないと入れないのです。だから、通過交通と

いうか、近道で入ろうという車を排除するわけですよ。そこに行くにはぐるぐる回ってこ

ないといけないので、わざわざそういう風にして入ってくる車がないようにしています。

例えば、右折してその道路に入ろうとする車を入れないようにして、直進しか行けないよ

うにするなど、いろいろと工夫するのです。入ったら今度は容易に曲がれないようにする

とか、当たり前ですが、慣れてくるとそういう道を選ばなくなります。 

 近いかどうかわかりませんけれども、北１条通は中心部区間で右折禁止がかなりかかっ

ていますので、東からやって来る人は北に行くときに道警の近くの一方通行まで右折でき

ません。駅前通などへは右折できません。そうすると、当然ですが、駅前通に入りたいと

思う人は別の道を通らざるを得ません。例えばそんなことをうまく組み合わせると流入規

制が結構できます。だから、市の中心部のどこにどういう風なまちをつくろうかと考えた
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ときに、ここに流入規制をしよう、しないということを考えたら、それは、今言ったよう

な方法を使うこともできますね。やるか、やらないかは別の問題で、これは一例です。 

○石川委員 最初は、どうせできないのかなと思って、それで可能性という玉虫色に書い

たのかと思ったのです。しかし、取ってしまうと割と真面目に考える段階になるかなと思

います。 

○吉見委員長 真面目に考えてもらおうかと思って、取ろうと言いました。 

○石川委員 ノーカーデーは、今もありますか。 

○吉見委員長 一応、あります。 

○石川委員 だから、広めるのですね。 

○吉見委員長 あれは、毎月５日と２０日でしたか。 

○行政改革担当課長 ５日と２０日です。 

○吉見委員長 そんなことを知っているのは、私ぐらいかもしれません。誰も意識してい

ないと思います。 

○行政改革担当課長 今のパークアンドライドのご質問は、この後、原局とすれ違いがな

いかどうか、文言の確認をしますので、併せて聞き取って、次回、報告させていただきま

す。 

○石川委員 どういう経緯でこの事業が始まったのか、ちょっと興味があります。 

○吉見委員長 確かにおっしゃるとおりで、もしパークアンドライド駐車場がない状態だ

ったら選択肢は二つです。一つは、不便だけれども、今までどおりバスを使うか、もう一

つは、中心まで車で行くかです。選択肢は二つしかないので、中心部まで車で行くよりも

パークアンドライドを使おうかという人がいるのであれば、それはメリットがあるわけで

す。一番便利な方を使いますよね。 

 他にいかがでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○吉見委員長 なければ、最後の三つ目のごみリサイクル関係に移りたいと思います。 

 では、お願いします。 

○推進担当係長 資料３－３をご覧ください。 

 ごみリサイクルの関係でございます。 

 １ページ目から３ページ目にかけましては、ごみ収集のコストの内訳やごみ有料化の変

更プロセスをご説明したものですから、それぞれ確認させていただいた内容になっており

ます。 

 まず、４ページをお開きください。 

 質問のナンバー５は、ごみ減量の普及啓発につきまして、委員会の質疑の他に、ワーク

ショップにおきましても、ごみ減量に関する市民への啓発が必要ではないかというご意見

が多数ございました。併せて、ごみの分別や減量について、効果的な普及啓発を促すとい

うことで、仮指摘事項案といたしましては、ごみの具体的な分別方法やごみ減量に関する
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情報を市民にわかりやすく周知するなど、市民がごみ減量の取組を継続しやすいよう、よ

り効果的な普及啓発を行うことという案です。 

 その下のナンバー６のリサイクルプラザ、リユースプラザに関しまして、委員会の質疑

の中では、特にリサイクルプラザの利用者の分析ということで、利用者が固定化している

のではないかというご質問、ご指摘があったかと思います。回答では、４分の１ぐらいが

新規の方という回答があったかと思います。それを受けまして、仮指摘事項案といたしま

しては、リサイクルプラザ、併せてリユースプラザという施設もございますので、それぞ

れの利用実態を検証の上、より効果的な啓発活動について検討しなさいという指摘の案で

ございます。 

 その下の質問ナンバー７ですが、アラエール号の関係です。貸出実績が落ちているとい

う質疑があったかと思います。かつては風評被害等の影響もあったこと、そして、利用者

の負担が大きいこともあったということがご記憶にあると思います。それを受けまして、

仮指摘事項案といたしましては、食器洗浄車アラエール号の利用実態を検証して、事業の

必要性について検討しなさい、場合によっては見直ししなさいということでございます。 

 続きまして、５ページ目をお開きください。 

 一番上ですが、質問ナンバー８の集団資源回収の関係です。奨励金というお金を交付し

ておりますが、それについて妥当かというご質問があったかと思います。それを受けまし

て、委員会といたしまして、奨励金は必要だということは踏まえつつ、過度に奨励金に依

存しない将来的な集団資源回収のあり方について検討すべきという指摘案でございます。 

 その下のナンバー９です。こちらは、生ごみ水切りの関係で市民意識向上のための研究

費用として１００万円ほど執行しておりますが、委員会の指摘、それから、これに関して

はワークショップでも幾つか市民意見がございました。生ごみの水切りがごみ減量に効果

があるということで、関連グッズ、例えばおしゃれな水切りグッズを宣伝、ＰＲして販売

してはどうかというご提案があったり、ごみ減量に役立つエコ料理をＰＲしたり、コンテ

ストをして周知してはどうか、あとは、エコクッキングなど生ごみ減量の工夫を推進、Ｐ

Ｒしてはどうかというご意見がございました。これらを踏まえまして、仮指摘事項案とい

たしましては、現在行っております生ごみ減量に向けた取組がどの程度市民に浸透してい

るかを検証し、見極めた上で改善、見直しを検討しなさいという指摘案でございます。 

 続きまして、１枚おめくりいただきまして、６ページ目でございます。 

 一番上のナンバー１１の定山渓地区の生ごみ堆肥化推進事業は、バイオマスタウン構想

に基づいた民設民営の事業でございますが、それに関して、平成２４年度は説明板の設置

費用ということで４万９，０００円を執行しておりまして、これはどういった意味があっ

たのかという確認の指摘があったかと思います。それを踏まえまして、今後につきまして

は、事業の必要性について検証した上で、事業の廃止を含めて事業内容の見直しを検討し

なさいという指摘案でございます。 

 その下の生ごみ減量を推進する観点からの委員会の指摘でございます。これにつきまし
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ては、ワークショップにおきましても、生ごみの拠点回収など堆肥サイクルのシステムを

作ってはどうか、生ごみ堆肥化の回収方法を検討してはどうか、生ごみによる堆肥を再利

用できる人とできない人が協力し合うような仕組みを考えてはどうかといった市民からの

ご提案もございました。これにつきましては、先ほどのナンバー９のご指摘と一括して考

えたいと思います。 

 続きまして、７ページ目でございます。 

 こちらは、家庭ごみの指定ごみ袋の製造、販売までの経過と一連のコストを質疑で明ら

かにしたものでございます。それから、これに係る委託先の選定方法について質疑があっ

たかと思います。これに関しまして、右側でございますが、ごみ袋の販売にかかわる間接

コストである商店への委託になります手数料収納事務委託について、効率化、費用の縮減

を検討してはどうかという指摘案でございます。 

 そして、もう一枚おめくりいただきまして、８ページ目です。 

 追加質問５の家庭ごみ処理手数料管理費でありまして、そもそもごみを有料化した意義

付けについて確認したいということで、委員会で確認がございました。有料化は、もとも

と費用を確保することではなくて、ごみ減量・リサイクルを進めるのが第一の目的であっ

たことを確認できたと思います。仮指摘事項案は、ごみ有料化の意義が第一にごみの減量、

次いでごみのリサイクルを進めるという市の考え方がありますので、その理解が市民の間

に広がるよう、今後も継続的なＰＲ、周知に取り組むことという指摘案でございます。 

 次の９ページ目でございます。 

 一番上の追加質問６は、家庭ごみの収集事業ということで、収集運搬の委託の関係でご

ざいます。これは、今現在、どういうところに委託しているのか、新規参入は可能なのか、

随意契約の妥当性はという質疑があったかと思います。それらを踏まえて、現状は競争入

札ではないので、将来的な競争入札制度の導入について検討して、その方向性を示しなさ

いという指摘案でございます。 

 そして、その下の追加質問７は、家庭ごみ収集事業費について直営と委託比率の割合の

関係でございます。今後どう考えていくのかというところで、所管の回答といたしまして

は、現時点では方向性はまだ決まっていませんという回答があったかと思います。それを

受けまして、将来的なごみ収集運搬業務の委託割合の拡大に向けて検討して、その方向性

を示しなさいというご指摘案でございます。 

 続きまして、最後の１０ページでございます。 

 上から三つ目の意見３は、やはり、リサイクルがなかなかわかりにくいという委員の皆

さんからのご意見がありました。それから、ワークショップでも、これに関連して、例え

ば布製品など、リサイクルできるものはもっときちんとリサイクルできるような分別方法

を考えてはどうかというご意見があったかと思います。また、大型ごみ回収の申込みの際

に、市民がリサイクルを申し出るだけではなくて、受付したオペレーターの側からリサイ

クルを市民に促すようなことをしてはどうかというご提案もあったかと思います。それを
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受けまして、仮指摘事項案は、リサイクルにつきまして、分別協力率が低下している項目

について、分別方法や周知方法が適切かを検証して必要に応じた見直しを行うことと、リ

サイクルについての見直しを促すものでございます。 

 私からは以上でございます。 

○吉見委員長 それでは、ごみの件に関して、委員の皆様からいかがでしょうか。何かご

意見はございますでしょうか。 

○林委員 ６ページの追加質問２の回答の上から３行目で、「経年変化で３０％まで落ち

た」と「経年変化」という言葉をあえて入れていらっしゃるのはどういうことですか。要

は、二度手間をかけた部分があったというのは、最初からのやり方ですよね。協力率が落

ちてきたというところが主な理由として挙がっていると思いますが、それは年月がたって

何かが変化したということでもないと思うのです。 

○推進担当係長 結果として３０％落ちたという意味合いだと思います。 

○林委員 この言葉を入れる必要はないと思います。 

○吉見委員長 所管がそう答えたのですね。 

○推進担当係長 所管の回答のままでございます。実態として３０％落ちたという趣旨だ

と思います。 

○吉見委員長 自然に落ちてしまったということですね。 

○林委員 自然に落ちたということでいいのではないですか。 

○吉見委員長 他にいかがでしょうか。特に、仮指摘事項案についていかがですか。 

 かなり具体的な項目と包括的に書いた項目があります。この事業は止めた方がいいので

はないかと書いたところもありますが、これは、確かにそれでいいかと思いながら見てい

ました。あとは、包括的に抽象的に書いた部分について、これでいいかということだと思

います。 

 ４ページのナンバー６のリサイクルプラザ、リユースプラザですが、「利用実態を検証

の上、より効果的な啓発活動について検討」となっています。啓発活動というか、どうや

ったら利用してもらえるかということを表現できないかなと思っています。では、どうす

ればいいのかと言われると、こういうプラザを何カ所もつくることがいいのか、あるいは、

他の方法でもって取り扱うようなやり方がいいのか、いろいろあると思います。リユース

プラザもそうですが、啓発活動なのですね。 

 これは、一応、答えとしては学校や町内会だったわけですが、やはり、学校等が多いの

ですか。 

○推進担当係長 恐らくそうです。 

○吉見委員長 「より効果的な啓発活動」と言うと、リユースプラザ以外の方法を考えろ

ということですか。そういう意味ではないのですね。ここをもっと使っていただきたいと

いう意味ですね。 

○推進担当係長 利用者をもっと増やす、促進するという意味での「啓発」です。 
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 利用促進に向けた啓発活動にしますか。 

○吉見委員長 そうしましょうか。 

 利用実態の検証とか、回答にもありますが、第三者の目標値の設定という話が具体化し

てくれるといいなということもあります。これは検証のうちに入りますか。利用実態を検

証し、何か目標を設定するなどと入ってもいいかなといろいろ考えました。 

 他にいかがでしょうか。 

○石川委員 先ほど委員長がおっしゃった話で、総論の話になるか、具体的な話になるの

か、予算規模から見ればナンバー９は小さい話かなと思います。全体のバランス感とか、

指摘事項として重く捉えたので指摘したのですが、項目として上がっているから金銭の多

寡に問わず聞くという判断も当然ありますが、そこの判断は僕自身もつきかねています。 

○吉見委員長 恐らく、ナンバー１０との関係も含めての仮指摘事項案となっているのか

と思います。生ごみの話、もう尐し言えば水切りの問題は、市民意見では非常にたくさん

出ました。これは、結果的にそういう構造になっていたからだと思います。石塚計画デザ

イン事務所でやっていただいたときのテーマ設定、議論設定の仕方が生ごみとなっていて、

そして、その方法としての水切りをどうやって普及していくかということにファシリテー

ターの方が持っていきましたので、各グループでそういう話が中心になっていっぱい例が

出てきました。ですから、市民意見を取っていこうとするとこういう形をとらざるを得な

くなるのですが、多分にそういう方向に誘導した議論になっていましたので、重く捉える

となるかどうか、その辺の軽重感は我々が判断していいのかなと思います。 

 生ごみ減量は確かに必要なテーマであるので、ナンバー９だけ捉えますと、確かに研究

委託費ですから金額が尐ない話ではあります。まさに、仮指摘事項案になっているように、

生ごみ減量に向けて取り組みましょうという趣旨が市民意見でも出ているので、その程度

のことは何かどこかで書いておいていいのかなと思っています。 

 逆に、先ほど言いましたように、そういう形でやりましたので、今回のこれを見ていた

だいてわかるように、生ごみ減量に市民意見の話の中心が行ってしまって、他のところは

余りないのです。ですから、それ以外の分については、我々と所管とのやり取りの中から

仮指摘事項案をまとめていかなければいけないと思っているところです。 

 気になるのは、あれだけ生ごみ、水切りの話に市民意見のディスカッションが集中した

ので、逆に、ナンバー９の横に書いてある仮指摘事項案の形だけでまとめてしまったら、

参加された市民の方々がこれを見たときに、えっ、これだけと読まれてしまうのではない

かと気にはなります。しかし、テーマがああいう風に絞られてしまったので、そこばかり

たくさん書くわけにもいかないと、ちょっと痛しかゆしです。リサイクルという言い方の

ときはよかったのですが、リサイクルという話が結果的には生ごみに絞られてしまいまし

た。 

 他にいかがでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 
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○吉見委員長 もしなければ、ごみに関してはよろしゅうございますか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○吉見委員長 ありがとうございました。 

 それでは、表現等もあって、まだ宿題がいろいろ残っておりますので、その部分につい

ては、もう一度、事務局とも検討して、一旦、検討し直したものを委員の皆さんにお見せ

する形になります。その上で、各所管部局に対して提示して、リプライがあって、次の委

員会になると思います。 

 その辺のスケジュールも含めて、今後の進め方を資料４で説明していただけますか。 

○推進担当係長 お手元の資料４をご覧ください。 

 こちらが今後の進め方（案）でございます。 

 まず、１番目の開催スケジュールです。 

 本日が第３回で、第４回委員会がちょうど１カ月後です。今日いただいた指摘事項案に

ついて、原局の回答を含めて一旦整理したものをまた確認、ご協議いただきます。あわせ

て、報告書の骨子、構成案を確認いただきます。第５回委員会が１２月半ばということで、

この際には評価報告書（案）をご確認、ご協議いただきます。そして、年明けの１月をめ

どに市長への評価報告書の手交式を考えております。 

 ２番目ですが、今日いただいた意見を委員の皆さんと調整、確認させていただき、各原

局に検討が不可能ではないかということを確認した上で、第４回でお示しします。必要で

あればヒアリングということもあったのですが、特に行わないということでよろしいです

か。 

○吉見委員長 それはよろしいですね。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○推進担当係長 市長の手交式に関しまして、来年の１月を予定しておりますが、例年、

市長の日程もタイトになっておりますので、委員長と日程調整させていただいて、そこで

固まりましたら皆さん方にお知らせしたいと考えております。その際にはご出席をよろし

くお願いいたします。 

 私からは以上でございます。 

○吉見委員長 以上でございますが、よろしゅうございましょうか。 

 最初に言いましたように、例年と比べて前倒しのようなスケジュールで行きまして１２

月中には報告書（案）まで持っていきたいということであります。 

 委員会の開催日程は、もう既に皆様と調整させていただいておりますので、これで行き

たいと思います。よろしくお願いします。 

 何もなければ、これで終わりますが、よろしゅうございますか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○吉見委員長 事務局も特にありませんね。 

○推進担当係長 １か月後、またよろしくお願いいたします。 
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  ３．閉  会 

○吉見委員長 では、これで、第３回札幌市行政評価委員会を終了いたします。 

 今日は、どうもありがとうございました。 

                                  以  上   

 


